
〇
ニ
セ
コ
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
キ
ャ
ン
プ

　

ニ
セ
コ
留
学
を
す
る
日
本
人
学
生
の
ホ

ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
募
集

■
受
入
期
間
／
８
月
9
日
〜
12
日
（
３
泊

　

４
日
）

■
人
数
／
10
家
族（
２
名
１
組
で
の
受
入
）

■
留
学
生
の
年
齢
／
小
学
1
年
〜
中
学
１

　

年
生
ま
で
の
主
に
関
東
の
子
ど
も
た
ち

■
謝
礼
／
１
名
に
つ
き
１
万
２
千
円

■
条
件
／
両
親
ど
ち
ら
か
が
外
国
人
で
英

　

語
を
話
せ
る
方
（
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
か
ぎ

　

ら
な
い
）

問
（
一
財
）
北
海
道
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
１
１
―
２
１
１
―
５
０
２
８（
岡
田
）

　
　

okada@
hif.or.jp

■
募
集
期
間
／
６
月
12
日
㈪
〜
30
日
㈮

一
般
世
帯
向
け
（
複
数
世
帯
）

・
ひ
ま
わ
り
団
地
（
北
6
西
5
）

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－10－

◇町道民税・軽自動車税のこと（窓口⑧）住民税係☎ 56 － 8003
◇税金の納付方法（窓口⑨）納税係☎ 56 － 8002

◇固定資産税のこと（窓口⑩）資産税係☎ 56 － 8004

【町道民税・国民健康保険税の納付書発行】

～第１期の納期限は 6月 30 日（金）～

　平成 29 年度の納付書は 6 月上旬に発送します。必ず

納期限内にお納めください。

■町税の納期

町道民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康
保険税

第 1期 6月 30日 5月 31日 5月 31日 6月 30日
第 2期 8月 31日 7月 31日 8月 31日
第 3期 10月 31日 10月 2日 10月 31日
第 4期 12月 25日 11月 30日 12月 25日

※納期限を過ぎると延滞金が加算されることがあります

　のでご注意ください。やむを得ない事情などにより納

　期ごとの納税が困難な方は、納付書と印鑑を持参し、

　役場税務課納税係（窓口⑨）にてご相談ください。分

　割納付ができます。

【休日・夜間納税相談窓口の開設】

～平日・日中に時間をとれない方～

　次の日程で休日・夜間相談窓口を開設しますので、こ

の機会をぜひご利用ください。

■休日相談窓口／ 6月 18 日（日）9時～ 17 時

■夜間相談窓口／ 6月 19 日（月）、20 日（火）

　　　　　　　　20 時まで開設しています。

■場所／役場税務課納税係（窓口⑨）

※納税に関する相談は随時受け付けています。お気軽に

　相談または納税係（窓口⑨）までお越しください

募

集

〇
自
衛
官
候
補
生

■
受
験
資
格
／
18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
男
女

■
受
付
期
間
／
通
年

■
試
験
日
／
受
付
時
に
お
知
ら
せ

〇
一
般
曹
候
補
生

■
受
験
資
格
／
18
歳
以
上
27
歳
未
満

■
受
付
期
間
／

　

７
月
１
日
㈯
〜
９
月
８
日
㈮

■
試
験
日
／

　

一
次
・
9
月
16
日
㈯
〜
18
日
㈪

　

二
次
・
10
月
5
日
㈭
〜
11
日
㈬

〇
航
空
学
生

■
受
験
資
格
／

　

海
・
18
歳
以
上
23
歳
未
満

　

空
・
18
歳
以
上
21
歳
未
満

■
受
付
期
間
／

　

７
月
１
日
㈯
〜
９
月
８
日
㈮

■
試
験
日
／

　

一
次
・
9
月
18
日
㈪

　

二
次
・
10
月
17
日
㈫
〜
22
日
㈰

　

三
次
・
11
月
18
日
㈯
〜
12
月
21
日
㈭

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

笹　

山　

武　

市
☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木　

幸　

子
☎
22
―
４
３
０
２

　

清　

水　

礼　

子
☎
22
―
０
０
７
５

　

古　

谷　

和　

之
☎
23
―
３
１
６
５

〇
「
太
鼓
と
平
和
」
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

外
国
人
高
校
生
の
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー

募
集

■
期
間
／
7
月
14
日
㈮
夕
方
〜
21
日
㈮
朝

■
募
集
家
族
／
12
家
族（
う
ち
引
率
者
1
名
）

■
応
募
条
件
／

①
子
供
が
い
る
家
族
（
引
率
者
の
受
入
は

　

子
供
の
い
な
い
家
族
可
）

②
6
月
23
日
㈮
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　

に
参
加
可
能
な
方
が
い
る
家
族

③
7
月
18
日
〜
20
日
の
倶
知
安
駅
送
迎
が

　

可
能
な
家
庭（
難
し
い
場
合
は
要
相
談
）

■
内
容
／
対
面
式
（
7
月
14
日
㈮
）、
家

　

族
と
交
流
（
15
日
㈯
〜
17
日
㈷
）、
高

　

校
生
は
活
動
参
加
の
た
め
外
出
（
18
日

　

㈫
〜
20
日
㈭
）、
倶
知
安
駅
に
て
お
別

　

れ
（
21
日
㈮
）

　

※
旅
費
食
費
補
助
7
千
円
を
支
給

■
申
込
方
法
／
6
月
10
日
㈯
ま
で
に
所
定

　

の
用
紙
と
家
族
写
真
を
提
出
。
募
集
要

　

項
・
申
込
用
紙
を
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク

　

ス
ま
た
は
郵
送
で
お
送
り
し
ま
す
。

　
　

tom
oko@

m
ice-co.jp

ま
た
は

　

info@
w
orldyouthjapan.org　

問
マ
イ
ス
㈱
丸
谷
☎
０
９
０
―
２
６
９
５

　

―
４
８
７
６
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ワ
ー
ル
ド

　

ユ
ー
ス
ジ
ャ
パ
ン
石
川
☎
０
９
０
―

　

２
０
５
７
―
６
６
３
５
（
受
入
団
体
）

自
衛
官
募
集

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
募
集

町
営
住
宅
入
居
者
募
集



　

10
時
か
ら
の
安
全
祈
願
祭
・
慰
霊
祭
終

了
後
に
11
時
か
ら
半
月
湖
散
策
イ
ベ
ン
ト

（
予
約
制
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

が
あ
り
、
そ
の
後
名
物
「
金
剛
力
鍋
」
を

無
料
配
布
※
無
料
送
迎
バ
ス
有（
要
予
約
）

問
倶
知
安
観
光
案
内
所
☎
22
―
３
３
４
４

　

プ
ロ
の
美
容
師
が
お
子
さ
ん
を
カ
ッ
ト

し
な
が
ら
無
料
で
レ
ク
チ
ャ
ー
し
ま
す
。

■
日
時
／
6
月
19
日
㈪
10
時
〜
11
時

■
場
所
／
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
南
2

　

東
１
）
2
階

問
美
容
室
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｕ
☎
55
―
５
７
５
１

問
美
容
室
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
☎
22
―
５
２
２
１

　
「
悩
み
が
あ
る
け
ど
、
ど
こ
に
相
談
し

た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」
な
ど
の
相
談

に
、
経
験
豊
か
な
女
性
の
支
援
員
が
専
門

の
相
談
機
関
や
支
援
施
策
を
紹
介
す
る
な

ど
、
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
と
し
て
対
応
す
る

ほ
か
、
起
業
や
子
育
て
な
ど
の
専
門
相
談

日
を
設
け
る
な
ど
、
女
性
の
総
合
相
談
支

援
機
関
と
し
て
対
応
し
て
い
ま
す
。

【
北
海
道
女
性
の
活
躍
支
援
セ
ン
タ
ー
】

■
場
所
／
札
幌
市
中
央
区
北
2
条
西
7
丁

　

目
か
で
る
2
・
7　

6
階

■
相
談
電
話
／
０
１
１
―
２
０
４
―
５
７

　

１
１
、　kitanojyosei@sirius.ocn.ne.jp

■
相
談
時
間
／
月
火
木
金
10
時
〜
16
時　

　
　
　
　
　
　

水
土
10
時
〜
13
時　

　
（
休
館
日
／
年
末
年
始
、
日
曜
・
祝
日
）

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く

　

だ
さ
い
（http://w

w
w
.l-north.jp/

　

katsuyaku/

）

ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

　

☎
０
１
３
４
―
34
―
１
３
７
３

　

英
語
な
ど
と
同
じ
言
語
で
あ
る
手
話
を

は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
？
※
会
費
無
料

■
日
時
／
毎
週
火
曜
日
18
時
〜
19
時

■
場
所
／
町
保
健
福
祉
会
館

問
同
会
会
長
石
井
☎
０
９
０
―
２
６
９
９

　

―
６
２
８
４

　

町
文
化
協
会
で
は
、
太
鼓
、
踊
り
、
獅

子
舞
な
ど
楽
し
い
伝
統
芸
能
の
鑑
賞
会
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
／
6
月
30
日
㈮
17
時
30
分
開
場
、

　

18
時
開
演

■
会
場
／
町
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
入
場
料
／
５
０
０
円（
中
学
生
以
下
無
料
）

問
倶
知
安
町
文
化
協
会
☎
22
―
４
１
５
１

　
（
公
民
館
内
）

　

普
段
は
動
物
園
で
し
か
見
ら
れ
な
い
動

物
た
ち
と
ふ
れ
あ
え
る
貴
重
な
機
会
で

す
。
ベ
テ
ラ
ン
の
指
導
員
が
、
動
物
の
正

し
い
扱
い
方
や
遊
び
方
を
教
え
ま
す
。

■
日
時
／
6
月
12
日
㈪
10
時
〜
15
時

　

※
入
場
無
料
、
大
雨
時
は
中
止

■
場
所
／
中
央
公
園
（
南
3
東
４
）

問
倶
知
安
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
／
☎
22
―

　

２
５
３
０

■
日
時
／
6
月
10
日
（
土
）
10
時
〜

■
場
所
／
半
月
湖
駐
車
場

－11－

周

知

開

催

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１
戸

3
階

・
羊
蹄
団
地
（
北
3
東
7
）

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ

1
戸

2
階

・
南
9
条
団
地
（
南
9
西
2
）
※
浴
室
有
、

浴
槽
無

3
Ｄ
Ｋ

1
戸

・
望
羊
団
地
（
北
4
東
4
）

　

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

5
階

一
般
世
帯
向
け
（
複
数
世
帯
ま
た
は
単
身

世
帯
）

・
南
6
条
団
地
（
南
6
東
５
）
※
浴
室
、

　

浴
槽
無　

2
Ｄ
Ｋ　

1
戸

高
齢
者
（
60
歳
以
上
）
世
帯
向
け

・
ひ
ま
わ
り
団
地
（
北
6
西
5
）

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ

1
戸

2
階

・
ノ
ー
ス
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
（
北
7
西
1
）

　

2
Ｄ
Ｋ

1
戸

２
階

※
修
繕
な
ど
が
完
了
し
て
か
ら
の
入
居
に

　

な
り
ま
す
の
で
、
入
居
可
能
に
な
る
ま

　

で
日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※
平
成
29
年
度
所
得
証
明
書
は
6
月
9
日

　

以
降
に
発
行
可
能
に
な
り
ま
す
（
倶
知

　

安
町
の
場
合
）

※
申
請
に
は
所
得
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す

問
町
建
設
課
住
宅
係
☎
56
―
８
０
１
２

■
抽
選
日
時
／
6
月
13
日
㈫
10
時
〜

■
抽
選
会
場
／
町
公
民
館
2
階
小
会
議
室

■
募
集
住
宅
／

一
般
世
帯
向
け

・
南
４
条
団
地
（
南
4
東
1
）

■
申
込
場
所
・
期
間
／
町
公
民
館
・
6
月

8
日
㈭
〜
10
日
㈯
9
時
〜
19
時
30
分

（
最
終
日
の
み
17
時
ま
で
）

■
入
居
予
定
日
／
平
成
29
年
8
月
中
旬

■
そ
の
他
／
入
居
に
関
す
る
要
件
は
直
接

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
道
営
住
宅
指
定
管
理
者
マ
ン
シ
ョ
ン
マ

問
道
環
境
生
活
部
く
ら
し
安
全
局
道
民
生

　

活
課
女
性
支
援
室
活
躍
推
進
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
１
１
―
２
０
６
―
６
９
５
４
（
直

　

通
）
担
当　

矢
嶋

　

こ
れ
ま
で
は
、
亡
く
な
っ
た
方
名
義
の

預
貯
金
や
保
険
、
さ
ら
に
不
動
産
の
登
記

名
義
の
変
更
と
い
っ
た
相
続
手
続
き
は
、

金
融
機
関
や
保
険
会
社
、
法
務
局
な
ど
に

戸
籍
謄
本
な
ど
の
書
類
を
何
度
も
提
出
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
不
便
さ
を
軽
減
す
る
た
め
、

全
国
の
法
務
局
で
「
法
定
相
続
情
報
証
明

制
度
」
の
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
相
続
人
が
戸
籍
謄
本
な

ど
の
書
類
と
申
出
書
な
ど
を
法
務
局
に
提

出
し
、
法
務
局
が
法
定
相
続
人
に
関
す
る

証
明
書
に
つ
い
て
、
必
要
な
枚
数
を
手
数

料
無
料
で
発
行
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

詳
し
く
は
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

北
海
道
新
幹
線
の
建
設
主
体
で
あ
る

（
独
）
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構
で
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
「
北
海
道

新
幹
線
環
境
影
響
評
価
事
後
調
査
等
報
告

書
」（
平
成
14
年
１
月
実
施
に
基
づ
く
、

事
後
調
査
等
報
告
書
（
平
成
29
年
３
月
時

点
）
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
報
告
書
は

次
の
と
お
り
閲
覧
で
き
ま
す
。

■
期
間
／
6
月
5
日
〜
30
日
（
土
・
日
を

　

除
く
20
日
間
）

■
時
間
／
9
時
〜
17
時

■
場
所
／
町
ま
ち
づ
く
り
新
幹
線
課
（
役

　

場
庁
舎
１
階
）

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

手
話
サ
ー
ク
ル
会
員
募
集

民
族
歌
舞
団
こ
ぶ
し
座
公
演

移
動
動
物
園
が
や
っ
て
く
る
！

羊
蹄
山
開
き
・
半
月
湖
水
開
き

子
ど
も
の
前
髪
カ
ッ
ト
講
座

北
海
道
新
幹
線
環
境
影
響
評
価
書
に

基
づ
く
事
後
調
査
等
報
告
書
の
閲
覧

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度

北
海
道
女
性
の
活
躍
支
援
セ
ン
タ
ー



消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

道 内 の 消 費 者 被 害 か ら

①格安パック旅行を提供する旅行社の倒産

　による消費者トラブルが発生しています

②インターネットでの旅行予約トラブルが

　増加しています　

③「羽毛リフォームセンターからです」と　

　訪問し、無理矢理リフォーム契約を迫っ

　た

④高齢者の消費者被害の主なものは過量販

　売の契約。次々販売の契約と、相変わら

　ずの状況です

⑤若い世代では、賃貸住宅のトラブルが増　

　えており、倶知安でも苦情相談が数多

　く寄せられています

■消費者生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日　10 時～ 15 時

　☎ 23 ー 1522

－12－

問
北
海
道
新
幹
線
建
設
局
工
事
第
六
課

　

☎
０
１
１
―
２
０
０
―
９
８
４
１

　

町
で
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
利
用
し

て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
住

民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍

証
明
書
な
ど
を
自
動
交
付
す
る
サ
ー
ビ
ス

（
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
）
の

実
施
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
証
明
窓
口
を
利
用
さ
れ
た

方
々
に
証
明
書
の
取
得
に
関
す
る
ご
意
見

を
伺
い
、
情
報
収
集
、
ま
た
今
後
の
施
策

の
参
考
と
す
る
た
め
、「
証
明
書
コ
ン
ビ

ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
」
を
実
施
し
ま
す
。
証
明
書
の
取
得
な

ど
で
来
庁
さ
れ
る
方
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

こ
の
サ
ー
ビ
ス
導
入
に
よ
り
、
土
・
日

曜
日
、
ま
た
町
外
や
道
外
の
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
も
証
明
書
を
取
得
で

き
る
ほ
か
、
6
時
30
分
か
ら
23
時
ま
で
証

明
書
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
期
間
／
９
月
下
旬
ま
で

■
場
所
／
町
住
民
環
境
課
住
民
係
窓
口

問
町
住
民
環
境
課
住
民
係
☎
56
―
８
０
０
７

　

後
志
広
域
連
合
で
は
、
平
成
28
年
12
月

31
日
現
在
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

方
を
除
く
65
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、
第

7
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
お
よ
び

介
護
予
防
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
調
査
票
を
郵
送

し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
し
ま
す
。（
6
月
20
日
㈫
ま
で
に
投
函
）

問
後
志
広
域
連
合
介
護
保
険
課
☎
55
―

　

８
０
１
３
、
町
福
祉
医
療
課
高
齢
者
介

　

護
保
険
係
☎
21
―
２
７
６
７

　

旧
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
で
使
用
し
て
い

た
食
器
・
食
缶
な
ど
を
公
売
し
ま
す
。
詳

し
く
は
折
込
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
事
前
見
学
／
6
月
８
日
㈭
９
時
30
分
〜

　

12
時

■
公
売
会
／
６
月
８
日
㈭
13
時
〜
15
時

■
物
品
引
渡
／
６
月
９
日
㈮
９
時
30
分
〜

　

17
時

■
場
所
／
旧
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
（
北
3

　

東
７
）

■
そ
の
他
／
落
札
物
品
の
自
己
運
搬
が
可

　

能
な
方
の
参
加
に
限
り
ま
す

問
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
☎
22
―
０
５
０
６

　

消
費
税
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
所
得
の

低
い
方
々
に
臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対

策
分
）
を
支
給
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
1
月
1
日
時
点
に
お
い
て
倶

知
安
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
お
り
、
平
成

28
年
度
住
民
税
が
非
課
税
で
、
か
つ
、
課

税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
方
に
一
人
あ

た
り
１
万
５
千
円
を
支
給
し
ま
す
。

※
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
方
、
税
申

　

告
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
未
申
告
）

　

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

注
意
！
「
振
り
込
め
詐
欺
」「
個
人
情
報

の
詐
取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

■
受
付
期
間
／
５
月
１
日
㈪
〜
７
月
31
日

　

㈪
ま
で
（
土
日
、
祝
日
除
く
）
８
時
45

　

分
〜
17
時
30
分

■
申
請
場
所
／
町
保
健
福
祉
会
館

■
必
要
書
類
な
ど
／
印
鑑
、
申
請
者
全
員

　

の
本
人
確
認
書
類
（
保
険
証
な
ど
）、

　

振
込
を
希
望
す
る
預
金
通
帳

問
町
福
祉
医
療
課
福
祉
係
給
付
金
担
当

　

☎
23
―
０
５
０
０

　

本
年
度
は
、
計
量
法
第
19
条
の
規
定
に

基
づ
く
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
年

で
す
。
は
か
り
や
分
銅
を
取
引
や
証
明
に

使
用
す
る
場
合
、
2
年
に
1
回
知
事
が
行

う
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

■
対
象
／
小
型
は
か
り（
能
力
1
㌧
未
満
）

■
検
査
実
施
日
／
6
月
22
日
㈭
〜
23
日
㈮

■
場
所
／
役
場
西
側
車
庫

　

な
お
、
前
回
検
査
デ
ー
タ
を
基
に
事
前

調
査
を
行
い
ま
す
が
、
案
内
の
は
が
き
が

届
い
て
い
な
い
場
合
や
、
新
た
に
対
象
に

な
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
ま
ち
づ
く
り
新
幹
線
課
商
工
労
働
・
企

　

業
誘
致
係
☎
56
―
８
０
１
２

　

法
人
道
民
税
・
事
業
税
お
よ
び
地
方
法

人
特
別
税
の
申
告
お
よ
び
各
種
申
請
・
届

出
を
電
子
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
左

記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
利
用
開
始
の
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／http

　

://w
w
w
.eltax.jp/

問
札
幌
道
税
事
務
所
税
務
管
理
部
課
税
第

　

一
課
☎
０
１
１
―
２
８
１
―
７
８
３
４

　

子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
精
神
保

健
に
関
す
る
相
談
を
気
軽
に
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
こ
こ
ろ
の
健
康
に
つ
い
て
、
専
門

医
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。
※
予
約

制
。
予
約
申
込
は
相
談
日
の
3
日
前
ま
で

■
日
程
／
第
4
木
曜
日
14
時
〜
16
時

　

※
一
部
相
談
日
変
更
の
場
合
有

■
場
所
／
倶
知
安
保
健
所

問
倶
知
安
保
健
所
☎
23
―
１
９
５
７

介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査

旧
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
物
品
公
売
会

特
定
計
量
器
定
期
検
査

証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

臨
時
福
祉
給
付
金（
経
済
対
策
分
）

法
人
道
民
税
な
ど
の
電
子
申
告



火
災
予
防
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
！

　

今
年
に
入
り
、
倶
知
安
消
防
署
で
は
５

件
の
火
災
出
動
が
あ
り
、
昨
年
の
出
動
件

数
を
す
で
に
上
回
っ
て
お
り
ま
す
。
原
因

は
火
気
の
取
り
扱
い
時
に
お
け
る
不
注
意

が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
夏
に
向
け
、
こ
れ

か
ら
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
花
火
な
ど
屋
外
で

の
火
気
の
取
り
扱
い
が
増
え
る
た
め
、
火

気
を
取
り
扱
う
際
に
は
十
分
に
注
意
し
、

近
く
に
消
火
器
や
水
バ
ケ
ツ
な
ど
を
置
く

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
火
の
用
心
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
羊
蹄
山
ろ
く
消
防
組
合
倶
知
安
消
防
署

　

広
報
係
☎
22
―
１
０
８
９

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

5 月 15 日 ( 月 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 29年 平成 28年
人　身 10件 12件
物　損 234 件 291 件
死　者 0名 0名

4 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 29年 平成 28年
火　災 5件 4件
救　急 352件 352件
救　助 7件 12件
その他 74件 15件

4 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

人の動き　平成 29 年 4月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

15,573 人

 7,857 人

 7,716 人

8,224 世帯

（前月比 -138）

（前月比 -125）

（前月比 -263）

（前月比 -315）

うち外国籍住民 787人（前月比 -472）

主
な
事
件

▽
窃
盗
（
車
上
ね
ら
い
）
事
件
の
発
生

　

駐
車
車
両
の
ガ
ラ
ス
が
割
ら
れ
、
車
内

か
ら
現
金
が
盗
ま
れ
る
事
件
が
発
生
し
ま

し
た

▽
窃
盗
（
自
転
車
盗
）
事
件
の
発
生

　

ス
ー
パ
ー
駐
輪
場
に
お
い
て
、
自
転
車

が
盗
ま
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た

交
通
事
故

▽
4
月
9
日
、十
字
路
交
差
点
に
お
い
て
、

前
方
不
注
視
の
た
め
、
信
号
待
ち
停
止
中

の
車
両
に
追
突
す
る
事
故
が
発
生
し
ま
し

た▽
4
月
21
日
、
路
外
施
設
か
ら
後
退
し
て

町
道
に
出
る
際
に
、後
方
不
確
認
の
た
め
、

信
号
待
ち
停
止
中
の
車
両
に
衝
突
す
る
事

故
が
発
生
し
ま
し
た

ごめいふくをお祈りします

　ドラマやゲームなどでは、弁護士が法廷で「異議あり！」と叫

ぶシーンがよくあります。弁護士によっては「異議」や「異議が

あります」など言い方に違いはありますが、裁判の途中で異議を

述べることはあります。

　ただし、異議を述べる場面は、ドラマなどとは異なるかもしれ

ません。ドラマなどでは、証人が嘘の証言をしたとき、「異議あ

り！」と証言を止め、客観的証拠を突き付け、証人が「嘘をつい

ていました」と降参するという具合でしょうか。

　しかし、実際には、異議を述べられるのは規則で定められた場

合に限定されています。民事訴訟と刑事訴訟とで異議事由は異な

りますが、例えば侮辱的な質問や争点と無関係な質問、議論にわ

たる質問がなされたときに異議を述べることができます。

　その他、誤導もよくある異議です。例えば、証人「その時、A

さんが B さんを殴るのを見ました」質問者「A さんが右手で B さ

んを殴ったとき…」といった質問です。証人は、どちらの手で殴っ

たかは証言していないので、この質問は誤導に当たります。証人

が嘘をついていると思っても異議事由には当たりません。

　実際の証人尋問などでは、異議を適切に申立てることで尋問の

流れが変わることもあります。また、異議事由のある質問がされ

たにもかかわらず、証人が裁判官の前で答えを述べてしまうと意

味がありません。

　弁護士には、異議事由をしっかりと頭に入れておくことと、瞬

時に異議を述べる瞬発力が求められています。

－13－

「
異
議
あ
り
！
」
っ
て
本
当
に
言

う
の
？

倶知安ひまわり
基金法律事務所

弁護士渡邉　恵介
　☎ 21-6228

　    www.kutchan-himawari-
          lawoffi ce.com

HP


